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■第２節 都市計画の方針 

Ⅰ．土地利用方針 

 

１．基本的な考え方 

 

○自然景観や農用地の保全を視野に入れ、需要を的確に捉えた市街地の適切なマネジメントを行い

ます。 

○集約型都市構造を目指し、コンパクトで効率的な市街地形成を図ります。 

○低炭素型都市構造への転換を目指します。 

○産業及び人口、市街地の新たな動きなどを見据えた、効率的かつ機能的な土地利用・市街地整備

を図るとともに、地域の特性を踏まえた土地利用を推進し、魅力あるまちの形成に努めます。 

○自然が豊かなうるおいのあるまちにしていきます。 

○市街地においては、住居系・商業系・工業系のそれぞれの区分や役割を明確化するとともに、土

地需要に対応した用途地域の見直しなどの適切な規制誘導により、持続可能な都市構造の形成を

図ります。 

○地域特性に応じ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。 

○音更・木野間の連続性確保ほか、長期的視点における将来の市街地形態を見据えた、都市基盤・

公共施設などの計画的な整備・維持管理を行います。 

○住居系の市街地においては、地区計画などの導入により、安全でうるおいのある、良質な生活環

境の維持及び形成に努めます。 

○計画的なまちづくりの視点から、市街化調整区域における都市計画制度の適切な運用を行ってい

きます。 

○市街地内の既存未利用地及び土地利用転換などにより新たに発生する大規模な未利用地につい

ては、周辺の特性や各種計画の方針などに照らしあわせた上で、適切な土地利用を推進していき

ます。 

○十勝川温泉地区においては、道の駅を中心に、観光拠点としての機能向上を図り、町民の利便性

や生活基盤の維持・向上を図ります。 

 

２．市街地の方向性 

 

本町の中心的な市街地は、役場の立地する「音更地区」と南部の「木野・宝来地区」の２つで成

り立っており、これらの地区は国道 241 号を市街地の軸道路としてまちが発展してきました。 

このようなまちの形成過程を踏まえつつ、定住環境の創出や健全で円滑な都市機能促進のため、

今後とも適切かつ合理的な市街地としての土地利用を図っていきます。 
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（１）住居系土地利用 
①一般住宅地区 

主に幹線道路及び補助幹線道路周辺に広がる一般住宅地は、戸建住宅、中高層住宅、生活利便施

設等多様な住居形態などが調和した中密度住宅地とします。 

大規模な未整備未利用地は、住宅ニーズや周辺環境などを踏まえ、必要に応じて用途転換などを

含めた適切な土地利用のあり方を検討し、安心、快適に暮らせる一般住宅地の形成を図ります。 

 

②専用住宅地区 
主に一般住宅地周辺に広がる専用住宅地は、住宅としての専用性が高く、戸建住宅を中心とした

ゆとりある低密度住宅とします。 

大規模な未整備未利用地は、住宅ニーズや周辺環境などを踏まえ、必要に応じて用途転換などを

含めた適切な土地利用のあり方を検討し、専用住宅地としての機能の充実を図ります。 

住環境の悪化をもたらす恐れのある施設の混在を防ぐほか、地区計画制度などの導入により、良

好かつ快適な居住空間の維持・形成に努めます。 

 

③沿道サービス地区 
地区住民のための日常生活利便施設などを誘導し、車両交通がもたらす住環境への悪影響を緩和

するために、主要幹線道路沿道などを「沿道サービス地区」と位置付け、機能的な土地利用を促し

ていきます。 

 

（2）商業系土地利用 
①一般商業業務地区 

高度利用地区を核とした音更中央通沿道や、本町の背骨となる国道 241 号沿道に商業機能の集

積を図り、周辺諸都市も視野に入れた広域的商業地区としての位置付けを行っていきます。 

 

②観光業務地区 
「十勝川温泉地区」は、道東を代表する温泉観光拠点として機能強化を図っていく必要がありま

す。 

今後は、合理的な土地利用推進のために新たに登録された道の駅を中心に、温泉街としての魅力

向上を図る整備を進めるほか、町民の利便性や生活基盤を維持・向上させていくとともに、新たな

スマートインターチェンジの供用を視野に入れ、自然資源の有効活用など、観光業務を核とした総

合的な視野での市街地のあり方について、地域との連携のもと検討を進めていきます。 
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（3）工業系土地利用 
①一般工業地区 

北海道横断自動車道の音更帯広インターチェンジに隣接する IC 工業団地地区については、その

交通利便性を活かし、産業振興に寄与するための都市的土地利用を推進していきます。 

また、北海道横断自動車道の南側と国道 241 号に隣接する北開進地区、市街地北部に位置する

北明台地区、圏域環状線に隣接し、既に相当数の工業施設が立地している地区についても、本町の

生産活動などを担う地区としての位置付けを行っていきます。 

ＩＣ工業団地は分譲率が９割を超え、まとまった土地も少ないため、町内に新たな工業団地が求

められています。今後の圏域全体の動向を見据え、周辺環境にも配慮した上で、国道 241 号に隣

接し交通利便性を活かすことができる南花園周辺について、製造、加工、物流及び農業関係を主体

とした土地利用を担う地区として位置付けを行っていきます。 

 

３．市街化区域以外の区域 

 

国土利用計画法や都市計画法などの理念に照らし、自然環境の保全、優良な農用地の確保、効率

的・効果的な都市整備などの観点から原則都市的土地利用の抑制を図っていきます。 

北海道横断自動車道音更帯広インターチェンジの南側については、交通利便性と良好な自然環境

を活かした「魅力発信エリア」と位置づけ、農業との調整を図りながら、道の駅と公園の整備等を

進めます。 

なお、十勝川温泉地区では市街化区域周辺の市街化調整区域は、「十勝川温泉観光開発計画の観

光区域（観光振興地区）」により、観光振興を図ります。 

また、市街化調整区域において、市街化区域に隣接または近接し、市街化区域と一体的な日常生

活圏を構成している地域については、都市計画制度の運用により、良好な住環境の保全を図ります。 
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Ⅱ．交通体系整備方針 

 

１．基本的な考え方 

 

○都市機能の向上や、生活・産業・文化など圏域都市や圏域外都市との連携・交流を促進するため、

広域的な道路網の早期整備を図ります。 

○本町の健全な都市活動を支えていくため、全町を網羅する利便性の高い道路網を構築するととも

に、適切な維持補修により長寿命化に努めます。 

○誰もが利用しやすい道路整備や移動手段の充実を図ります。 

○日常の通勤・通学・レクリエーションなどの場となるサイクリングロードの連携を図っていきま

す。 

○生活・産業の軸道路である国道 241 号の円滑性・安全性の確保に努めます。 

○市街地の状況や交通量を的確に見極め、長期未着手道路のあり方を含めて、計画的な道路網の構

築・見直しを図っていきます。 

 

２．交通体系整備方針 

 

（１）道路網の充実・強化 
①主要幹線道路 

道央ほか広域を結ぶ北海道横断自動車道とともに、周辺都市との産業・生活文化・観光など多岐

にわたる都市活動を支えるため、市街地の骨格となる国道 241 号や北海道横断自動車道・道道帯

広新得線を通過し国道 38 号に至る帯広北バイパス（国道 241 号）、圏域主要部を大きく連絡する

道道帯広新得線・道道帯広浦幌線（圏域環状線）を「主要幹線道路」と位置付け、交通量に対応し

た円滑な交通体系を確保していきます。 

特に、道東圏あるいは旭川圏との都市間道路としてはもとより、十勝圏の中核都市である帯広市

への主軸道路として生活・産業などの役割を一手に担っている国道 241 号については、市街地形

成の過程や生活利便機能の集積など、本町のまちづくりの上で重要な役割を担っています。 

このような役割や「第 6 期音更町総合計画」における位置付けと整合し、国道 241 号の混雑緩

和のほか無電柱化や景観向上・防災性向上を目指し、国と連携して機能確保に努めます。 

また、十勝川温泉から札内方面に連絡する圏域環状線については、温泉市街地の都市的土地利用

の推進も視野に入れ、関係機関との調整を進めていきます。 

さらに、北海道横断自動車道利用における利便性向上、十勝川温泉地域の活性化などのため、「（仮

称）長流枝スマートインターチェンジ」の整備を進めます。 

 

  



- 30 - 

②幹線道路 
主要幹線道路の機能を補完し、良好な都市間及び市街地内の連携向上を図るため、国道 241 号

と帯広北バイパスの間に位置し、すずらん大橋に連絡する道道上士幌士幌音更線、国道 241 号か

ら音更市街を経由し帯広北バイパスに連絡する道道音更新得線（音更中央通）、国道 241 号から帯

広北バイパスを東西に連絡する雄飛が丘通及び緑陽北通、木野・宝来・十勝川温泉地区と池田方面

を結ぶ道道長流枝内木野停車場線及び道道帯広浦幌線、道道長流枝内木野停車場線と圏域環状線を

南北に連絡する宝来中央通、さらに、音更・木野市街を有機的に連絡する木野東大通、基線通及び

音更西１線を「幹線道路」として位置付け、整備の促進を図ります。 

 

③補助幹線ほか 
補助幹線道路については、前述の広域的道路と互いに密接かつ機能的に連絡し、南北に広がる本

町の市街地を結ぶ格子状の道路網を、都市計画道路を中心に位置付けを行います。 

また、道路の整備にあたっては、高齢者や子どもたちなど誰もが安全に通行できる道路として整

備していきます。 

 

（２）サイクリングネットワークの充実 
十勝川・音更川を主軸とし、日常のレクリエーションや通学・買物への利用、ジョギングなどの

健康増進のために、トカプチ 400 やチェリングロードなどを活用したサイクリングネットワーク

の形成やサイクルステーションの整備を図っていきます。 

また、サイクリングネットワークを温泉市街地とも連絡することにより、観光などの利用者の要

望にも対応した市街地間の連携を確保していきます。 

 

（３）公共交通（バス等）の充実 
本町にとっては、バスは主要な公共交通機関であり、今後の高齢化社会の進展などに伴い、その

重要性がますます高まってくるものといえます。 

民間事業者により運営されている路線バスは自家用車の普及や少子化などの影響で赤字路線の

廃止や減便が続いており、現在、国、道、町が運行経費を助成することにより路線を維持していま

す。また、町民アンケートではバスの便利さについて満足度が低く、運行頻度の減少に不安を感じ

る声が多くあがっており、町民の生活交通を確保するため、今後も沿線自治体や民間事業者と協力

して利用促進を図る取り組みを進めていきます。 

また、今後の北海道横断自動車道の延長整備に伴い、本町は道内の主要都市と帯広圏を結ぶ道路

交通の要衝となっていくことが予想されます。高速バスなどによる公共交通網の構築に向けて交通

結節点の整備等の利便性向上策に取り組みます。 

現在、町内の主要な公共施設などを連絡するコミュニティバスが運行されており、町民の日常的

な移動手段として重要な役割を果たしています。また、令和元年度からは、農村部と市街地を結ぶ

農村地域予約制乗合タクシーの本運行が開始され、町の課題であった公共交通機関の空白地域が解

消されました。今後もさらなる公共交通の利便性向上や都市間の連絡強化に向け、将来を見据えた

公共交通機関のあり方について、十分に検討を進めていきます。 
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Ⅲ．都市環境形成方針 

 

１．緑の形成方針 

 

（１）基本的な考え方 
○市街地周辺の良好な農用地や樹林を保全していきます。 

○十勝川や音更川、河岸段丘林などの緑を軸とし、緑の有機的連携を図ります。 

○市街地内の公園緑地の適正な配置に努めます。 

○既存公園の延命化と再整備を計画的に進めます。 

○防災機能・レクリエーション機能・景観構成機能などに対応した緑の確保に努めるとともに、質

的向上が図られる取り組みを進めます。 

○自然環境に対する町民の意識高揚を図ります。 

○街路樹などにより道路の緑化を進め、うるおいのある環境形成に努めます。 

 

（２）緑の軸構成の考え方 
①河岸段丘林の軸 
１）「市街地内部の河岸段丘林」～市街地内に残されている斜面緑地などの緑 

２）「音更川左岸の河岸段丘林」～市街地東部の緑の縦軸 

②河川の軸 
１）「音更川河畔」～十勝川水系河川緑地 

２）「十勝川河畔」～圏域を構成する市町をはじめ、周辺都市と一体的に活用すべき十勝川水系河川

緑地 

 

（３）核となる公園の位置付け 
①希望が丘運動公園 

本町のスポーツ拠点として、新たなスポーツ施設整備計画を踏まえ、既存施設の機能向上などに

努めていきます。 

②鈴蘭公園 
自然林を活かした本町のシンボル的な総合公園として、また町民の憩いの場として、今後とも保

全・活用を図っていきます。 

③十勝が丘公園 
イベントの開催ほか、総合的な利用に供する公園として活用していくとともに、十勝川温泉を訪

れた観光客のための観光スポットとして、フットパスやサイクリングロードとの連携にも配慮した

魅力的な公園となるよう改修や再整備を行っていきます。 

④エコロジーパーク 
温泉市街地の魅力のひとつと捉え、十勝川河畔の水辺空間と一体となった、自然にふれあい自然

を学ぶ場所として、フットパスやサイクリングロードとの連携に配慮し、積極的な活用を行ってい

きます。 
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（４）緑の形成方針 
町民の緑に対する関わりと緑のかたちから、取り組みの対象となる緑を『育む緑』、『まとまりの

ある緑』、『つなぐ緑』、『目にする緑』の４つに区分し、以下のような視点により取り組みを推進し

ていきます。 

また、まちなかのうるおい創出に向けて、花のある樹木の植栽などによる並木道づくりを進める

とともに、花を積極的に取り入れた公園や道路整備を行っていきます。 

 

①育む緑 
本町が目指す緑の姿を実現するためには、まず町民が緑に対する関心を持つことが第一と考えま

す。 

町民の緑に対する関心を高め広めていく活動を進めるとともに、町民が積極的に緑のまちづくり

に参加できる機会を増やしていきます。 

 

○町民の関心を高め広める 

緑の大切さを知り緑に親しむ機会づくり、緑の表彰制度の検討、緑のリサイクルとして樹木を最

後までまちづくりに役立てる方向の検討 

○町民参加の機会を増やす 

ワークショップなどによる町民と育てる公園緑地づくり、緑化に対する知識と技術の向上の支援

体制づくり、音更町の緑の情報収集と発信 

 

②まとまりのある緑 
市街地内や集客施設周辺において、緑の拠点となる公園緑地を適正に配置し、誰もが利用しやす

い公園づくりに努めます。 

市街地内や周辺に分布する貴重な樹林や樹木については、自然とともに暮らすまちのシンボルと

して保全を図りながら、積極的に森の創出を推進していきます。また、これら樹林の節度ある活用

を図ります。 

 

○緑の拠点をつくる 

公園緑地の適正な配置・維持管理、公園緑地の魅力づくりとして個性あふれる整備及びリニュー

アルを行う 

○緑の拠点を守る 

まちの中の貴重な樹木・樹林を保全指定、河岸段丘樹林など自然観察路や避難路として活用、ま

ちのまわりの樹林・樹木の保全と活用 
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③つなぐ緑 
都市環境の向上、自然との共生、レクリエーション活動の場、都市防災機能の向上、うるおいの

あるまちづくりなど、緑が持つ機能を総合的に高めていくためには、さまざまな緑でまちをつない

でいくことが重要です。 

公園緑地ばかりではなく河川・道路空間なども活用して緑の連続性を確保していきます。 

 

○まちを結ぶ緑をつくる 

緑のネットワーク構想の推進 

○水辺の空間の緑化 

川辺の緑づくり、生き物とのふれあいの場づくり 

○みちの空間の緑化 

緑のレベルアップとしてボリュームある緑の維持管理及びみちの空間の緑化推進 

 

④目にする緑 
まちの景観と町民の暮らしに生きいきとした雰囲気をつくり、来訪者に緑とともに暮らす音更の

まちを印象付ける空間の緑化と保全を推進します。 

町民の生活に身近な中心市街地や公共空間のほか、町民・企業・行政が協力し、民有空間の緑化

を積極的に推進します。 

 

○緑によるイメージアップ 

市街地の緑化、まちかどの緑化、街路ほか主要な道路の緑化 

○公共空間の緑化 

公共公益施設の緑化、学校の緑化 

○民有空間の緑化 

民有施設の緑化、住宅地の緑化、緑化重点地区の整備 
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２．景観の形成方針 

 

（１）基本的な考え方 
 

○本町の大切な財産である豊かな自然景観を守り、育てます。 

○「音更町景観づくり基本計画」などを踏まえ、美しい景観形成を進めます。 

○町民などと協働で魅力ある景観づくり・保全に努めます。 

 

（２）景観の形成方針 
①恵まれた景観資源の保全と活用 

本町を取り囲む山並みや農用地、河岸段丘の緑と耕地防風林・保安林は町の財産として守り育て

ることが必要です。 

また、郊外の樹林をより身近なものとするために、樹間に散策路を整備するなど恵まれた自然景

観資源を享受できる環境づくりを進めます。 

 

②市街地と農村部の景観交流 
本町の市街地と農村部との景観上の落差を小さくすることが必要です。 

農村部の豊富な自然を市街地へ少しでも取り入れ、農村部へは市街地の利便性を増やしていくこ

とが望まれます。 

 

③地区活動と個性の発信 
農村部では、音更メロディーライン推進協議会のカフェイベントなど、地区ごとに個性あふれる

活動やイベントが展開されています。 

これらの活動も大切な景観資源として捉え、地区ごとの個性が現れるような地区景観づくりが必

要です。 

 

④自然河川の環境保全と親水河川の積極利用 
自然河川の環境保全を町民参加の景観づくりの第一歩と位置付け、行政の支援により推進してい

くことが必要です。 

また、小河川は、町民が安心して遊べる親水広場として、積極的に活用することが望まれます。 

 

⑤沿道景観づくり 
幹線道路沿道で、大型広告物の色彩などの景観に与える影響が大きいことから、事業者などとも

連携して優れた景観づくりが必要です。 
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Ⅳ．その他都市施設などの整備方針 

 

１．河川 

 

（１）基本的な考え方 
○治水機能の確保に向け、整備を促進していきます。 

○本町の大切な財産である豊かな水辺を保全・活用していきます。 

○本町のまちを構成する大きな緑の軸として、緑化の推進を図っていきます。 

○市街地の公園緑地との連携を強め、河川の持つ親水機能に配慮し、利用の向上に努めていきます。 

○町民や来訪者に安らぎを与える空間を創出します。 

 

（２）整備方針 
○未改修河川の整備に努めます。 

○河川改修にあたっては、自然体系を損なわないよう、生態系の保全に配慮した工法などによる改

修を図ります。 

○十勝川水系河川緑地の整備、維持管理に努め、うるおいのある水辺空間づくりを目指します。 

○河川空間の有効活用を促進するため、改修計画や利活用に関し、町民参加の組織づくりを進めま

す。 

 

２．下水道 

 

（１）基本的な考え方 
○将来市街地の方針との整合のもと、快適かつ衛生的な生活環境の維持とともに、公共水域の水質

保全のために、公共下水道の整備・維持管理に努めます。 

 

（２）整備方針 
○公共下水道の区域を拡大し、未整備区域の解消に努めます。 

○不良排水地区を解消するため、雨水整備を進めます。 

○集合処理区域以外の地域における個別排水処理施設（合併浄化槽）の整備を進めます。 

○整備区域内及び個別排水処理区域内における水洗化の普及に努めます。 
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３．上水道 

 

（１）基本的な考え方 
○安全で良質な水の安定供給に努めます。 

 

（２）整備方針 
○水源の適切な維持管理、更新を進めます。 

○水道施設の長寿命化のため、計画的な更新と耐震化を進めます。 

 

４．火葬場・霊園 

 

（１）基本的な考え 
○永遠の安らぎの場・憩いの場として、火葬場や霊園の環境整備を進めます。 

 

（２）整備方針 
○火葬場の管理運営体制の充実を図ります。 

○使用状況に応じて、霊園の拡張造成等の検討を進めます。また、適切な施設整備と維持管理を行

うとともに環境美化に努めます。 

○合同納骨塚などの整備について検討します。 

 

５．公共賃貸住宅 

 

（１）基本的な考え方 
○良質な住宅・宅地の供給の促進と「住生活基本計画」、「公営住宅等長寿命化計画」に基づく公営

住宅の整備・維持管理に努めます。 

○多様な居住要望や高齢者や障がい者に配慮した住環境の整備に努めます。 

 

（２）整備方針 
○「公営住宅等長寿命化計画」に基づき適切な老朽対策と既存住宅ストックの活用を進めます。 

○公営住宅の建替えにおいては、ユニバーサルデザイン化を推進します。 

○民間活力を活用した、買取り、借上げ公営住宅制度の活用を図ります。 
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Ⅴ．都市防災の方針 

 

１．基本的な考え方 

 

○町民の生命や財産を守るため、防災意識の高揚による予防体制の確立に努めます。 

○災害に強く、安全で安心して生活できる環境づくりを目指します。 

○「音更町地域防災計画」にもとづいて、より実践的な防災体制の確立を図ります。 

 

２．都市防災方針 

 

○町民を地震、火災、水害などの災害から守るために、強靭化計画及び地域防災計画に基づき体制

整備を図ります。 

○土砂災害危険箇所について、地域住民への周知を図るとともに、対策工事の実施を推進します。 

○土砂災害特別警戒区域に指定されている宝来地区については、災害防止の観点から、特に市街化

を抑制します。 

○火災などに強いまちづくりのため、防火・準防火地域など、都市計画制度の適切な運用を図りま

す。 

○災害時の情報伝達が円滑に行われるよう、防災行政無線やホームページ、ＳＮＳ等を活用した防

災情報発信などを進めます。 

○災害時における食料や生活必需品、衛生資材等の備蓄や防災資機材の整備とともに保管施設の整

備に努めます。 

○災害時における避難所は、感染症対策による体制の整備が必要です。感染症に対応した避難所運

営を行うにあたり、分散避難を進めるため、旅館・ホテル等の民間施設を活用して、多様な避難

所の確保に努めます。 

○町民の積極的な参加による自主防災組織及び防災士・北海道地域防災マスターなどの育成を図り

ます。 

○出前防災講座の実施などを通じて音更町地域防災計画の周知と防災知識の普及・啓発を図ります。 
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【図】音更町ハザードマップ 
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